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森林経営管理制度にかかる基本的な事務の流れ①（経営管理権の取得まで）

経営管理意向調査

意向の聴取・申出の受領

経営管理権集積計画の公告・縦覧

経営管理権の取得

市町村森林所有者 民間事業者

意思表明

経営管理受益権の取得
通知

経営管理の委託の申出

同意

都道府県

法第５条

法第６条第１項

法第４条第１項

法第７条第１項

対象としない旨通知
法第６条第２項

法第７条第２項

法第４条第５項

法第７条第２項

経営管理意向調査の事前準備

関係権利者全員の同意の取り付け

経営管理権集積計画の作成

経営管理権集積計画の案を作成
（隣接地の合意形成（境界明確化）を含む）

森林簿情報の提供

２ 森林所有者の意向の確認・取りまとめにかかる事務委託等

４ 境界が不明確な森林における経営管理権集積計画の作成

５ 経営管理権集積計画と経営管理実施権配分計画の作成

７ 自然災害発生時における対応方針別の経営管理権集積計画

１ 全体のスケジュールの例

３ 意向調査の対象森林と経営管理権集積計画の対象森林の設定

６ 森林所有者に支払われるべき金銭の額の算定

経営管理権の取得後へ
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経営管理権集積計画を定めるまでの流れ

森林簿や林地台帳等により、森林の
施業履歴や森林所有者等の情報を収
集し、意向調査対象森林を整理し、
優先順位を決定。

意向調査は、複数年
で計画的に実施。
実施に当たっては、
集落座談会や訪問調
査により趣旨・内容
を説明

経営管理意向調査において森林所有者が経営
管理権集積計画の作成を希望した森林、森林
所有者から市町村に経営管理権集積計画の作
成申出があった森林について、必要かつ適当
と認める場合は経営管理権集積計画を作成
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経営管理が行われていないおそれがある森林の
基準の目安（参考）→ 集積計画の対象となる森林

地域森林計画の対象森林で，多面的機能発揮のために間伐等の施業が実施されていない森林。
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市町村が経営管理権集積計画を定めると判断した森林について、経
営管理権集積計画を作成します。

経営管理権集積計画を作成しよう ①

計画の記載事項について協議しよう

森林所有者と協議した内容で、経営管理権集積
計画の案を作成するとともに、委託を受ける箇
所の図面を作成しよう。

経営管理権集積計画の案を作成しよう

森林で行う経営管理の内容等の計画記載事項に
ついて森林所有者と協議しよう。
その際、隣接地との境界が明確となっているか、
関係権利者がいるかを確認しよう。

作成した経営管理権集積計画の案について、森
林所有者や関係権利者から同意を得よう。

森林所有者等から同意を取得しよう

○ 作業フロー図

１
Step

２
Step

３
Step

○ 概要

・経営管理権集積計画は、経営管理権

の存続期間や、経営管理の内容等を

定めた計画

・経営管理権集積計画は、森林所有者

や関係権利者から同意を得る必要あ

り

・そのため、経営管理権集積計画を作

成する場合には、森林所有者と協議

した上で案を作成し、森林所有者や

関係権利者から同意を得る

事務の手引 2-5

☆ ポイント
経営管理権集積計画を定める場合には、計画書及び法の概要や計画の内容について、市町村から説明を向け
た旨の確認書（別記様式第６号）にも押印をもらいましょう。 5



経営管理の内容等の記載事項は、森林所有者の意向を踏まえ、その
案を作ります。

経営管理権集積計画を作成しよう ②

森林所有者の意向を確認しよう

標準的な施業の実施時期などが記載されていま
すので参考にしましょう。

市町村森林整備計画を確認しよう

経営管理の内容等の計画記載事項について、ま
ずは森林所有者の意向を確認しよう。

経営管理の内容を踏まえ、必要な期間を設定し
ましょう。

必要な期間を設定しよう

○ 作業フロー図

１
Step

２
Step

３
Step

○ 経営管理の内容や期間

・森林所有者の意向を確認しよう

：間伐を希望しているのか

：主伐を希望しているのか 等々

・市町村森林整備計画を確認しよう

：標準的な施業の実施時期

：推進すべき施業の区域

：造林の対象樹種 等々

・経営管理の期間は、経営管理を実施

し、引き続き森林の機能が確保され

るよう配慮し設定します

事務の手引 2-5-1･2

☆ ポイント
森林所有者に具体的な案がない場合、①経営管理の内容について施業の種類など実施すべき行為のみを記載
して、数量等は記載しない。②経営管理の内容の記載は標準的な施業内容にとどめ、経営管理実施権配分計
画による旨を記載することなどを検討しましょう 6



森林所有者の意向の確認・取りまとめにかかる事務委託等の例

【パターン】
（意向調査は市町村が直接実施し、集積計画（案）の作成等を事務委託）

市
町
村

・森林組合
・林業経営者
・ＮＰＯ 等

①当該年度の意向調査を実施

⑤集積計画（案）の作成、協議、
調整、同意取付

⑦集積計画の公告

④森林所有者のとりまとめ等を事務委託

・森林所有者Ａ
・森林所有者Ｂ
・森林所有者Ｃ

・・・

②意向表明
③集積計画を作成する森林を決定

予算事業化の例１ ： 意向調査のための専門員の配置

◆取組内容
市町村で雇用した専門員が、戸別訪問や座談会の開催等を通じて、意向調査を実施する。

◆必要な経費の例
専門員の雇用にかかる人件費、住居・活動用車両費、活動旅費、備品・消耗品費、通信（郵送）費 等

※想定される費用算定方法の例
・地域林政アドバイザーの雇用・活動経費（年間500万円／人）の規模を参考に積算する。
・各市町村で設定されている嘱託業務の月額報酬の基準に従う。 等

※林地台帳への反映等による権利の設
定状況の整理をあわせて実施

⑤集積計画（案）の作成、協議、調整

⑥とりまとめ結果の報告 ⑥とりまとめ結果の報告
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意向調査の対象森林と経営管理権集積計画の対象森林の設定例

意向調査の準備
（経営管理されていないおそれがある人工林の抽出）

天然林

人工林

経営管理されている（森林経営計画未策定）

経営管理されていないおそれがある

意向調査 集積計画作成

はたらきかけて「申出」してもらう。
（又は別途、意向調査を実施）

パターン１ 経営管理されていないおそれがあ
る人工林のみを意向調査

パターン２ 経営管理されていないおそれがある
人工林と、一体的に整備すべき森林
も併せて意向調査

意向が示された森林と一体的に整備すべき
森林で計画を作成

意向が示された森林と一体的に整備すべき
森林で計画を作成

経営管理されている（森林経営計画策定済み）

YES

YES NO

YES

YES NO

YES

YES
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境界が不明確な森林における経営管理権集積計画の作成手順の例

又は

意
向
調
査
で
経
営
管
理
権
の
設
定
を
希
望

市
町
村
と
森
林
所
有
者
間
で
計
画
内
容
を
協
議

経
営
管
理
権
集
積
計
画
（案
）

に
対
す
る
同
意
の
取
り
付
け

計
画
の
公
告
・縦
覧

既存の図面や空中写
真から境界を推測

森林所有者への連絡
（計画対象森林の隣接者含む）

森林所有者の立会

森林所有者に現地の写
真を見せて境界を照会

境界についての合意形成

ＧＰＳ等による簡易測量

【明確化の手順（例）】

必
要
で
あ
れ
ば

民
間
事
業
者
に
現
況
調
査
や
境
界
明
確
化
等
を
委
託

境界について
合意形成できた場合

森林の現況調査

施業の実施について合意形成
①境界について合意形成ができなくとも、実際に
施業を行う区域について合意形成

②計画対象森林の内で境界を明確にしなくても
利益・経費の分配方法について合意形成

境界について
合意形成が困難な場合

（隣接所有者が不明、所有
者間で境界の情報がわから
ない（特定できない）、所有
者間で境界紛争がある等）

（説
明
地
域
内
の
所
有
者
探
索
業
務
を
委
託
、

不
在
者
財
産
管
理
制
度
の
活
用
等
を
検
討
）

計
画
の
作
成
手
続
を
一
旦
中
断
し
、
不

明
な
計
画
対
象
森
林
の
隣
接
所
有
者

を
探
索

施
業
の
実
施
に
つ
い
て
合
意
形

成
の
可
能
性
を
検
討

※

森
林
所
有
者
に
は
計
画
を
中
断
す
る

旨
を
説
明
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条件不利森林等
を判断するため
の参考フロー○

森林環境譲与税を財源として充
てる市町村が実施する森林整備
等については，「自然的条件が
悪く，採算ベースに乗らない森
林」としており，そのうち市町
村に管理を委託された私有林が
対象とされています。

そのため，森林環境譲与税を活
用した間伐等の森林整備を行う
に当たり，対象とする森林が，
自然的条件に照らして林業経営
に適さない森林，すなわち「条
件不利森林」に該当するかどう
かについて判断する必要があり
ます。

県ガイドライン：Ｐ１９
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経営管理権集積計画のイメージは以下のとおりです。

（参考）経営管理権集積計画のイメージ

　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

経 営 管 理 権 集 積 計 画（記載例）

7

6

5

4

3

2

1 ●●市●●

同上

同上

●●市▲▲

同上

同上

同上

同上

同上

スギ9

8

125 12 21 0.62 スギ

124 12 20 スギ

210 24 2 ヒノキ

210 24 1 スギ山林

212 24 3 0.97

16 スギ 65 2019.4.1
20年

(2039.3.31)
山林

18 スギ 30 同上 同上 別添１の②参照

17 スギ 55 同上

123

123

12

12

12123

同上

124 19 ヒノキ 64 同上 同上 別添１の①参照12 山林

25

10

山林

山林

62 同上 同上 別添１の①参照

同上 同上 別添１の②参照 別添２の②参照 同上

同上 別添１の②参照 別添２の②参照 同上

1.19
別添２の①参照 同上

50 同上

山林

山林

別添２の①参照 同上

58 同上

41 同上 同上 別添１の②参照 別添２の②参照 同上

同上 別添１の①参照 別添２の①参照 同上

2.55

山林

山林

別添１の①参照 別添２の①参照 別添３参照

別添１の①参照 別添２の①参照 同上

別添２の②参照 同上

1.60

林班 小班 地目
面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

　●●県●●市●●●、▲▲県▲▲市▲▲

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（終期）
（Ｂ）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき

金銭（Ｄ）の額の算定方法

乙が甲にＤを
支払うべき時
期、相手方及

び方法

備考
地番所　在番号

印 印

整　理
番　号

集〇

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 　●●市長　●●●● 　●●県●●市●●●

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） ●●、▲▲、■■

※経営管理の内容に主伐を

含める場合は15年を超える期

間とする。

事務の手引（記載例）

林地台帳、森林
簿から転記

森林所有者と協
議し決定 11



経営管理権集積計画の作成について
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別添１ 経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容（Ｃ）
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別添２ 木材の販売による伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合の金額（Ｄ）の算定方法

別添３ 甲にＤを支払うべき時期、相手方及び方法

14



経営管理権集積計画の内容については、森林所有者の意向
を踏まえ作成します。

（参考）計画内容について

経営管理
権の始期

造林 下刈 保育間伐主伐

経営管理
権の終期

樹種
本数 等

実施時期等

主伐後の造林・保育は主伐収入
で賄う（最短でも15年は確保）

利用間伐
例①

主伐から

保育間伐ま
で権利設定

例②
複数回の
利用間伐の
権利設定

利用間伐

間伐方法
実施時期 等

利用間伐 主伐 造林利用間伐

森
林
所
有
者
の
意
向
等
に
応
じ
判
断

○ 存続期間の上限下限はない。（経営管
理権設定の特例の場合は上限50年）

○ ただし「経営管理の内容」に主伐を含む
場合、再造林後の森林の成林に一定の
目途がつくよう、存続期間は15年以上に
定めることが望ましい。

存続期間の考え方

○具体的な施業内容を記載。
○主伐を含む場合は、天然更新ではなく、
植栽によって造林を行うことが確保され
るよう、その旨記載。

経営管理の内容

○ 経営管理の例

事務の手引 2-5-1･2

☆ ポイント
経営管理実施権配分計画の策定が見込まれる森林においては、林業経営者が経営管理を行う場合と、市町村
が経営管理を行う場合の両方の内容を記載しておくことが必要となります。
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Ｂ－２ 伐採後の造林
及び保育に係る経費

森林所有者等に支払う金銭の額については、その算定方法を記載します

（参考）金銭の額の算定方法の例について

○記載例アの算定方法イメージ

事務の手引 2-5-1･2

記載事項 「森林所有者に支払われるべき金銭の算定方法」の記載例

ア 経営管理実施権に基づき林
業経営者が伐採等を行う場合の
算定方法

木材の販売収益から伐採等に要する経費を差し引くこととする。
「木材の販売収益」は、林業経営者が経営管理実施権配分計画作成時に提出する見積額を元に市町村

が算定した額又は実際に木材を販売して得られた収益の額とする。
「伐採等に要する経費」は、

① 間伐、造林及び保育に係る経費については、都道府県が決定している森林整備事業に係る標準単価
を基に林業経営者が経営管理実施権配分計画作成時に提出した見積額
② 主伐に係る経費については、林業経営者が経営管理実施権配分計画作成時に提出した見積額
とする。

イ 経営管理権に基づき市町村
が市町村森林経営管理事業を行
う場合の算定方法

間伐に要する経費は、市町村が負担し、木材の販売収益が得られた場合には、本経費に充当する。な
お、森林環境譲与税（仮称）等を活用して全額公費負担で間伐を実施する場合には森林所有者に利益を
還元しない。

Ｂ立木の伐採及び
木材販売に係る経費

伐
採
等
に
要
す
る
経
費

都道府県が定める

森林整備事業標準
単価を基にした見

積額

算定例 配分先

林
業
経
営
者
へ

Ａ
木
材
販
売
に
よ
る
収
益 Ｃ 森林所有者に支払わ

れるべき金銭の額
ＡからＢ

を差し引いた額
森林所
有者へ

○算定方法の記載例

（間伐の場合） （主伐の場合）

Ｂ－１立木の伐採及び
木材販売に係る経費

Ｂ
伐
採
等
に
要
す
る
経
費

都道府県が定める

森林整備事業標準
単価を基にした見

積額

算定例 配分先

林
業
経
営
者
へ

Ａ
木
材
販
売
に
よ
る
収
益 Ｃ 森林所有者に支払わ

れるべき金銭の額
ＡからＢの合計
を差し引いた額

森林所
有者へ

林業経営者から
提示される見積額

林業経営者の
利益を含む

主伐を行
う場合、伐
採後の植栽
等に要する
額を留保し、
再造林等を
確実に実施

林業経営者の
利益を含む
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